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くらしの情報

■職種と予定人員＝●一般事務（大卒程度）…４
人程度●一般事務（高卒程度）…３人程度●土
木技師（高卒程度）…３人程度●幼稚園教諭（短
大卒程度）…２人程度。
■受験資格
●一般事務（大卒程度）＝①昭和58年４月２
日から平成４年４月１日までに生まれた人
②平成４年４月２日以降に生まれた人で､学
校教育法による大学､短期大学､高等専門学
校もしくはこれらと同等と認められる学校
等を卒業または平成26年３月末日までに卒
業する見込みの人。

●一般事務（高卒程度）＝昭和58年４月２日
から平成８年４月１日までに生まれた人で、
最終学歴が学校教育法による高等学校まで
の人（学校教育法による大学、短期大学、
高等専門学校、またはこれらと同等と認め
られる学校などを卒業または平成26年３月
末日までに卒業する見込みの人は受験でき
ません）または平成26年３月末日までに卒
業見込みの人。

●土木技師（高卒程度）＝昭和58年４月２日
から平成８年４月１日までに生まれた人で、
最終学歴が学校教育法による高等学校以上
の学校（同程度と認めるものを含む）にお

いて、専門課程（土木）を修得し卒業また
は平成26年３月末日までに卒業見込みの
人。

●幼稚園教諭（短大卒程度）＝昭和53年４月
２日以降に生まれた人で、幼稚園教諭の資
格を有する人（免許更新対象の人は平成26
年３月末日までに更新を修了していること）
または平成26年３月末日までに取得見込み
の人。

■試験日時＝９月22日㊐午前８時30分から。
■試験会場＝天草市民センター（東町）。
■申込受付＝８月15日㊍まで（土・日曜日、祝
日を除く）の午前８時30分から午後５時15分
まで、本庁・総務課で受け付けます（郵送の
場合は、８月15日㊍の消印有効）｡
■申込書の配付＝本庁・総務課または各支所で
配付します｡郵送で請求する場合は、封筒の表
に「天草市職員（職種を記入）採用試験申込
書請求」と朱書し、裏に住所・氏名・電話番
号を記載し、140円切手をはり、あて先を明記
した返信用封筒（角型２サイズ：24×33cm以
上）を同封のうえ、〒863-8631（住所記載不
要）天草市役所・総務課へ送付してください｡
なお、申込書は市のホームページからも取得
できます。

市職員を募集します！市職員を募集します！

■職　　種＝①栄養士〔非常勤〕②給食調理員（調理師）
〔臨時〕。
■勤務場所・予定人員＝牛深市民病院…①１人②２人。
■応募資格＝資格取得者のみ。
■採用予定＝９月１日㊐から。
■勤務時間＝週５日。①週29時間②１日７
時間45分（交替制勤務、早出遅出有り）。
■報酬（月額）＝①11万1,000円②日額6,200円（経験
年数などにより増額有り）。
■試験内容＝面接（日程は後日通知します）。
■申込方法＝市販の履歴書に必要事項を記入し、資格
免許状の写しを添えて、７月31日㊌（必着）までに
〒863－1901市内牛深町3050　天草市立牛深市民
病院へ郵送または持参してください。

非常勤職員・臨時職員を募集非常勤職員・臨時職員を募集非常勤職員・臨時職員を募集

□問病院事業部牛深市民病院管理係☎734171 □問本庁・総務課

「議会報告会」を開催します

　

市
で
は
、市
内
の
事
業
者
な
ど

か
ら
提
案
さ
れ
た
、
求
職
者
な
ど

を
雇
い
入
れ
て
行
う
地
域
発
展
や

産
業
振
興
に
資
す
る
事
業
を
採
択

し
、
市
の
委
託
事
業
と
し
て
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

今
回
、
11
月
上
旬
か
ら
平
成
26

年
３
月
末
ま
で
を
期
間
と
す
る
、

こ
の
取
り
組
み
へ
の
事
業
実
施
要

望
調
査
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象
＝
①
市
内
に
主
な
事
務
所

を
有
し
て
い
る
こ
と
②
事
業
実

施
に
必
要
な
資
金
、
人
員
が
充

分
確
保
さ
れ
、
具
体
的
な
事
業

計
画
を
も
っ
て
い
る
こ
と
。

▼
内
容
＝
①
民
間
企
業
な
ど
が
企

画
し
た
今
後
の
地
域
の
発
展

や
、
産
業
の
振
興
が
期
待
さ
れ

る
事
業
で
あ
る
②
雇
用
機
会
を

創
出
す
る
効
果
が
高
い
事
業
で

あ
る
③
地
域
内
に
ニ
ー
ズ
が
あ

り
、
今
後
の
地
域
の
発
展
や
地

域
に
お
け
る
継
続
的
な
雇
用
が

期
待
さ
れ
る
事
業
で
あ
る
（
草

刈
り
、単
純
清
掃
等
の
軽
作
業
、

事
業
継
続
性
の
見
込
ま
れ
な
い

調
査
研
究
事
業
な
ど
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
）。

▼
委
託
事
業
実
施
期
間
＝
11
月
上

旬
か
ら
平
成
26
年
３
月
31
日
㊊

ま
で
（
た
だ
し
、
事
業
実
績
に

基
づ
き
同
26
年
度
へ
の
継
続
事

業
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
）。

▼
調
査
方
法
＝
直
接
ま
た
は
郵

送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電
子
メ
ー
ル
（
実

施
事
業
の
名
称
・
概
要
・
事
業

者
名
・
住
所
・
連
絡
先
を
記
入
）

で
、
７
月
31
日
㊌
ま
で
に
〒
８

６
３

－

０
０
４
８
市
内
中
村
町

10

－

８　

天
草
市
役
所
・
産
業

政
策
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

〔
Ｆ
Ａ
Ｘ
〕
㉔
２
５
２
４

〔
電
子
メ
ー
ル
〕

　

sangyo@
city.am

akusa.lg.jp

□問
本
庁（
別
館
）・
産
業
政
策
課

　

有
害
鳥
獣
を
捕
獲
す
る
た
め
、

狩
猟
免
許
を
平
成
25
年
度
に
新
た

に
取
得
し
た
人
に
対
し
て
、
そ
の

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
補
助
対
象
＝
市
内
在
住
で
狩
猟

免
許
を
新
た
に
取
得
し
た
人
。

▼
補
助
額
＝
免
許
取
得
に
要
し
た

経
費
の
２
分
の
１
（
た
だ
し
、

１
万
円
を
限
度
と
し
ま
す
）。

▼
申
請
方
法
＝
本
庁
（
別
館
）・

農
林
整
備
課
、
各
支
所
担
当
課

へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

〔
狩
猟
免
許
試
験
の
講
習
会
〕

▼
対
象
＝
事
前
に
天
草
地
域
振
興

局
林
務
課
で
免
許
試
験
の
手
続

き
を
完
了
し
て
い
る
人
。

▼
と
き
＝
８
月
９
日
㊎
、
同
23
日

㊎（
両
日
と
も
午
前
９
時
か
ら
）。

※
網
・
わ
な
・
第
二
種
銃
猟
は
８

月
９
日
の
み
、
第
一
種
銃
猟
は

両
日
の
受
講
と
な
り
ま
す
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
建
設
会
館
（
本

渡
町
広
瀬
）。

▼
申
込
方
法
＝
当
日
会
場
で
受
け

付
け
。

〔
狩
猟
免
許
試
験
〕

▼
と
き
＝
８
月
25
日
㊐
午
前
９
時

か
ら
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
地
域
振
興
局

（
今
釜
新
町
）。

▼
申
込
期
間
＝
８
月
15
日
㊍
ま
で
。

□問
天
草
地
域
振
興
局
林
務
課
☎
㉔

４
３
２
２
／
本
庁（
別
館
）・
農

林
整
備
課
／
各
支
所
担
当
課

　

平
成
26
年
３
月
31
日
㊊
ま
で
に

新
築
さ
れ
た
認
定
長
期
優
良
住
宅

は
、
１
戸
あ
た
り
１
２
０
㎡
ま
で

に
相
当
す
る
固
定
資
産
税
の
２
分

の
１
が
５
年
間
減
額
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象
の
要
件
＝
●
家
屋
の
住
居

部
分
の
床
面
積
が
２
分
の
1
以

上
で
あ
る
こ
と
●
１
戸
あ
た
り

の
床
面
積
が
50
㎡
（
１
戸
建
て

住
宅
以
外
の
賃
貸
住
宅
な
ど
に

あ
っ
て
は
40
㎡
）
以
上
２
８
０

㎡
以
下
。

▼
減
額
さ
れ
る
期
間
＝
①
一
般
住

宅
（
②
以
外
の
住
宅
）
…
新
築

後
５
年
間
②
３
階
建
て
以
上
の

耐
火
構
造
住
宅
…
新
築
後
７
年

間
。

▼
申
込
方
法
＝
印
か
ん
と
「
長
期

優
良
住
宅
認
定
通
知
書
（
写
し

で
も
可
）」
を
持
参
し
、
本
庁
・

課
税
課
ま
た
は
各
支
所
担
当
課

で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

□問
本
庁
・
課
税
課

　

平
成
25
年
中
に
新
築
や
増
改
築

し
た
家
屋
は
、
同
26
年
度
か
ら
固

定
資
産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

新
築
や
増
改
築
工
事
が
完
了
し

た
ら
、
早
め
に
本
庁
・
課
税
課
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
身
分
証
明
書

を
携
帯
し
た
調
査
員
が
事
前
に
連

絡
し
て
調
査
に
う
か
が
い
ま
す
。

　

ま
た
、
家
屋
を
解
体
し
た
と
き

は
、「
解
家
届
」
を
、
用
途
を
変

更
し
た
と
き
は
、「
用
途
変
更
届
」

を
本
庁
・
課
税
課
ま
た
は
各
支
所

担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
届
出
書
は
、
同
課
に
備
え
付
け

て
い
ま
す
）。

　

届
け
出
が
な
い
と
、
解
体
前
や

用
途
変
更
前
の
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
続
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

□問
本
庁
・
課
税
課

長
期
優
良
住
宅
の

固
定
資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

※詳しいことは□問にお問い合わせください。

家
屋
の
新
築
や
増
築
・
解
体
・

　
　

用
途
変
更
は
ご
連
絡
を

←

←

「
狩
猟
免
許
新
規
取
得
」

　
　
　
　
　

経
費
を
補
助

産
業
振
興
に
向
け
た
事
業
の

　

実
施
要
望
を
調
査
し
ま
す

か
い  

か

　市内の人権擁護委員の皆さんが、
人権問題や家庭問題、金銭問題な
どの相談に応じる特設人権相談所
を開設します。
　相談は無料で、秘密は固く守ら
れます。お気軽にご相談ください。
▶と　き＝７月23日㊋午前10時か
ら午後３時まで。
▶ところ＝有明老人福祉センター。

□問天草人権擁護委員協議会
　（熊本地方法務局天草支局内）

☎㉒2467

特設人権相談所を
　　　開設します

□問本庁・議会事務局

□議会報告会日程
地 区 と　こ　ろと　き
志　柿 ７/26㊎19：00～

７/26㊎19：30～楠　浦
※７月１日号でお知らせしました「楠浦地区」は、都合によ
り日程（変更前７月19日㊎）が変更になりました。

志柿地区コミュニティセンター

楠浦地区コミュニティセンター


